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資料３

公立社会教育施設の所管の在り方等に関するワーキンググループの設置について（案）

平成３０年２月 日

生涯学習分科会決定

１ 設置の趣旨

公民館、図書館、博物館等の社会教育施設は、これまで地域における学習ニーズに応え

る拠点として機能してきたところ、近年、地域活性化・まちづくりの拠点、地域の防災拠

点などの新たな役割が期待され、地域課題解決に向けた活動の拠点としての役割を果たす

ことが一層必要となっている。

特に、観光振興が地域経済の活性化に大きな影響を与えている中、「平成２９年の地方

からの提案等に関する対応方針」（平成２９年１２月２６日閣議決定）においては、公立

博物館については、「まちづくり行政、観光行政等の他の行政分野との一体的な取組をよ

り一層推進するため、地方公共団体の判断で条例により地方公共団体の長が所管すること

を可能とすることについて検討し、平成３０年中に結論を得る。その結果に基づいて必要

な措置を講ずる。」こととされている。

これらを踏まえ、公立博物館をはじめとする公立社会教育施設について、地方公共団体

の判断で条例により地方公共団体の長が所管することを可能とすること等に関して、専門

的な見地から検討を行うためのワーキンググループ（ＷＧ）を設置する。

２ 委員

（１）ワーキンググループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、生涯学習分科会長

が指名する。

（２）ワーキンググループに座長を置き、生涯学習分科会長が指名する。

３ 検討事項

（１）公立博物館について、地方公共団体の判断で条例により地方公共団体の長が所管す

ることを可能とすることについて

（２）博物館以外の公立社会教育施設の所管の在り方等について

４ 設置期間

ワーキンググループは、２．の検討事項に関する審議が終了したときに廃止する。

５ その他

（１）ワーキンググループにおいて検討結果をとりまとめたときは、生涯学習分科会に報

告するものとする。

（２）生涯学習分科会からの求めがあったときは、ワーキンググループの検討の経過を生

涯学習分科会に報告するものとする。また、ワーキンググループは必要に応じ、その

検討の経過を生涯学習分科会に報告することができる。
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（別紙）

公立社会教育施設の所管の在り方等に関するワーキンググループ委員（案）

明石 要一 千葉敬愛短期大学学長、千葉大学名誉教授

生重 幸恵 特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長、一般社団

法人キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会代表理事

植松 貞夫 跡見学園女子大学文学部教授、図書館長兼情報メディアセンター長

笠原 寛 群馬県教育委員会教育長

金山 喜昭 法政大学キャリアデザイン学部教授

清國 祐二 香川大学生涯学習教育研究センター長、教授

清原 桂子 神戸学院大学現代社会学部現代社会学科教授

関 福生 愛媛県新居浜市教育委員会教育長

矢ケ崎紀子 東洋大学准教授、日本貨物鉄道株式会社取締役、東武鉄道株式会社取締役

山崎 亮 東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科長、株式会社 studio-L代表

横尾 俊彦 佐賀県多久市長

（計 11名）


